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研究テーマ（発表タイトル） 

カスハラから従業員を守るには 

 

１．研究概要（目的・狙いなど） 

 本研究では、顧客からの迷惑行為であるカスタマーハラスメント（以下カスハラと称する）から従業員を守る方法を明らかにし、

従業員がカスハラを受ける心配をすることなく、安心して業務に従事できるようになることを目的とする。 

 私たち大学生は日々のアルバイトでカスハラに遭遇する機会が多々あり、精神的苦痛を感じている。実際に私たちが大学生を

対象に行ったアンケート（以下独自のアンケート調査と称する）では、「バイトをやめたくなった」「怖かった、悲しくなった」などの声

が多く上がっており、多くの大学生アルバイトが被害に受け、精神的苦痛を感じていることが分かる。さらに近年、日経ビジネスやク

ローズアップ現代＋などのメディアでもカスハラが取り上げられるようになってきている。また、カスハラによって自殺してしまった被害者

もおり、労働災害認定されるケースも出てきている。これらのことからカスハラがパワハラ、セクハラに次ぐ重大なハラスメントとして問

題視され始めていることがわかる。 

 こういった背景から、私たちは従業員をカスハラから守り、安心して業務に従事することができる環境を作る必要があると考え、研

究を進めていく。 

２． 研究テーマの現状分析（歴史的背景、マーケット環境など） 

１.カスハラとは 

  カスハラとは明確な定義はないが、顧客からの迷惑行為のことである。また、カスハラと似た用語としてクレームがある。クレーム

は企業の問題点を指摘してくれるため、企業の成長につながるが、カスハラは従業員が精神的苦痛を感じ、業務に影響が出るた

め、企業の損失につながるものと考えられる。カスハラとクレームの違いを考慮しつつ、私たちは、カスハラの定義を 

顧客の優位性を背景に、 

①企業側に落ち度がないにもかかわらず、顧客独自の価値観や感情論で迷惑行為をすること。  

②企業側に落ち度があった場合にも、必要以上の苦情や迷惑行為をすること。  

これらによって従業員が精神的苦痛を感じたりすること。その結果、業務に影響が生じるなど企業が損失を受けること。 

上記のように定義し、研究を進めていく。 

 カスハラか否かの判断は受け手によって感じ方が異なり、客観的に判断する必要がある。そのため、カスハラか否かの線引きが難

しく企業の対応を難しくしている要因の 1 つになっている。 



２.カスハラ被害の実態 

  全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（以下 UA ゼンセンと称する）の顧客からの迷惑行為に関する調査

によると、従業員の 70.1%が「迷惑行為に遭遇したことがある」と回答しており、そのうち 95.1%の従業員が迷惑行為によってス

トレスを感じたと回答している。私たちが大学生アルバイトを対象に行ったアンケートでは、45.8%がカスハラ経験有と回答してい

る。一見少なく感じるが、労働組合に所属している正社員とアルバイトの大学生では勤続年数・勤務時間の差が大きいため、こ

の数値は決して少ないものではないと考えた。 

３.カスハラの原因 

 カスハラの原因は大きく 4 つあり、①企業の過剰サービスによる顧客の過剰期待②SNS の普及など情報化社会の影響③消費

者を保護する法律整備による消費者権利の向上④社会的格差の拡大によるストレス 

以上の 4 つがカスハラの原因となり、カスハラが起きると考えられる。 

４.ターゲット策定 

 カスハラから従業員を守るために働きかけを行うことのできるのは、消費者、企業、行政の３つである。また、これら３つに対し、

具体的に働きかけることができる内容としては、消費者であれば、啓蒙活動、企業は企業体制の整備・カスハラに関するマニュア

ル作成・カスハラか否かの線引きの３つ、行政は法律の制定である。この中で消費者の啓蒙活動は、現在パワハラやセクハラなど

の様々なハラスメントがある中で、国や労働組合などがそれぞれのハラスメントに対して啓蒙活動を行っているが、あまり減少してい

ないのが現状である。そのため、私たち大学生が啓蒙活動を行ってもあまり効果が期待できないと考えられる。行政の法律の整備

に関しては、全く関与できないといっても過言ではない。これらのことから私たちは働きかけるターゲットを企業とする。 

５.他のハラスメントの取り組み 

厚生労働省のパワハラに関する調査によると、パワハラに対して取り組みを行っている企業は 52.2%と約半数の企業が取り組

みを行っている。しかし、従業員数 1000 人以上の規模が大きい企業は 88.4%が取り組みを行っているが、従業員数 99 人以

下の規模が小さい企業は 26.0%しか取り組みを行っていない。このことから、企業規模が小さくなるにつれてパワハラへの取り組

みを行っていないことがわかる。同調査によると、パワハラの予防に向けて効果が実感できた取り組みとして、パワハラの加害者に

該当する管理職への研修と、被害者に該当する一般社員への研修が効果的であることが明らかにされている。これをカスハラに

置き換えると、加害者は消費者、被害者は従業員と置き換えることができる。パワハラの場合は加害者と被害者が同じ社内に存

在するため、企業が双方に研修を行うことが可能であるが、カスハラは加害者である消費者が社外に無数に存在しているため、

企業が消費者に研修を行うことは困難である。そのため、企業が従業員に対してカスハラの研修を行うことが効果的であると考え

られる。 

６.カスハラ対策の現状 

UA ゼンセンの調査によると、顧客からの迷惑行為に対して希望する措置として、企業体制の整備が 40.8%と最も多くなって

おり、その他にも企業のクレーム対策教育など、企業に対策を希望する声が多く、企業がカスハラに対して対策を行う必要がある

と考えられる。 

しかし、大手企業に対し、カスハラ対策のおおもととなるアルバイトへのクレーム対応教育の有無についてヒアリング調査を行った

ところ、29 社中 12 社しかクレーム対応教育が行っていないことがわかった。5．でパワハラに対しての企業の取り組みで企業規模

が小さくなるにつれてパワハラへの取り組みを行っていないことから、クレーム対応教育も同様の傾向があり、多くの企業でクレーム

対策教育が行われていないことが想定される。実際に独自のアンケート調査で新人教育について調査したところ、業務に従事す

る前にクレーム対応教育を受けたアルバイトが 18.0%しかいないことが分かった。つまり、ほとんどのアルバイトがクレーム対応教育

を知らないままカスハラ・クレームに対応せざるを得ない状況になってしまっている。これらのことから、従業員が希望しているにもかか

わらず、企業がカスハラに対してほとんど対策を行っていないことがわかり、重大な問題である。 

３．研究テーマの課題 

上記の通り、従業員が企業にカスハラ対策を希望しているにもかかわらず、ヒアリング調査から多くの企業がカスハラ対策のおお

もととなるクレーム対応教育を行っていないことが想定され、独自のアンケート調査からほとんどの従業員が業務に従事する前にク

レーム対応教育を受けていないことがわかり、とても重大な問題である。また、ヒアリング調査の中でなぜクレーム対策教育を行わ



ないのかヒアリングしたところ、毎回クレームの内容が異なり、クレームの度合いによって対応の仕方も変化するため行っていない企

業が多く、カスハラとクレームの線引きが困難であることが、クレーム対応教育を行わない原因の 1 つとなっている。しかし、パワハラ

も線引きが行われていないが多くの企業で対策が行われているため、カスハラも企業が早急に対策を行うべきである。 

４．課題解決策（新たなビジネスモデル・理論など） 

  

 上記の線引きが難しく、カスハラ対策がほとんどの企業で行われていないという課題を解決するために、パワハラやセクハラの事例

を参考に私たちは「防ハラカード」を提案する。これはアルバイトが受けたカスハラをイエロー・レッドの 2 色で上司（ここでいう上司

は正社員・店長を指す）に報告、即時介入し、事態の深刻化を防ぐという仕組みである。 

このカードを使うメリットは大きく 5 つある。①従業員の主観使用可能であるため、課題である線引きを行わずに対策できる。②

アルバイトは受けたカスハラの詳細な状況説明をする必要がないため、自身が過剰反応する必要がなくなり、精神的被害を抑制

することができる。③上司にカスハラの真偽を確かめることなく即時対応することを義務付けることによって、顧客に不快な思いさせ

られた上に上司の対応でさらに傷つく可能性がなくなる。④アルバイトが対応せず、企業理念を理解している上司が対応すること

によって、事態の深刻化を防ぎ、風評被害などのリスクを抑えることができる。⑤企業が用意するものは 2 色のカードとカードを渡す

際にアルバイトにカスハラとは何か教えるだけでよいため、導入コストが低い。これら 5 つがこの提案によるメリットとなるが、反対にデ

メリットはワンオペレーション体制の業種に対応できないことや、上司の負担が増大してしまうことなどがあげられる。ワンオペレーショ

ン体制の業種に関しては、電話相談窓口を設置するなどで対応可能であるが、上司の負担増大に関しては、今後検討していく

必要があると考える。 

この提案はセクハラ対策でアメリカのカジュアルレストラン「Homeroom」で実施されている受けたハラスメントを色で報告すると

いうシステムをカスハラに応用したものである。「Homeroom」はこの仕組みを導入したことによって、離職率の高いレストラン業界

で、離職者が少なくなり、スタッフの労働環境の向上につながったとされている。そのため、カスハラにも十分効果が期待できると考

えられる。 

５．研究・活動内容（アンケート調査、商品開発など） 

・大学生へのカスタマーハラスメント実態調査（201９年 10 月 10 日～2019 年 10 月 18 日） 

調査目的：既存研究で明らかになっていないことを明らかにするため 

有効回答数：450 

・大手企業へのクレーム対策教育有無のヒアリング（2019 年 10 月 20 日～2019 年 10 月 31 日） 

調査目的：マニュアルとクレーム対応教育の有無を知るため 

有効回答数：29 

６．結果や今後の取り組み 

本研究はカスハラの被害を受ける大学生アルバイトが多いことから、従業員を守る方法を明らかにするために行い、ヒアリング調

査、アンケート調査から企業がアルバイトにほとんどカスハラ対策のおおもととなるクレーム対策教育を行っていないことが分かった。

その原因の 1 つとして線引きの難しさが挙げられていた。それらを解決するためにセクハラ対策で行われている取り組みを参考に

「防ハラカード」を提案した。防ハラカードを導入することで課題の線引きの難しさなどを配慮せずにカスハラから従業員を守ることが

できると考える。しかし、セクハラ対策には効果があったが、実際にカスハラ対策の効果があるかは明らかとなっていないため、企業

や店舗に導入を検討してもらい、効果を検証していく。また、防ハラカードではアルバイトを守ることは可能であるが、上司を守るこ



とにはつながらないため、上司を守る方法を検討していく。具体的には、カスハラの線引きを行っている業界や企業も存在するため、

業界や企業を絞り、カスハラの線引きを行い、提案していく。 
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【企画シート作成上の注意】 ※「第 10 回 西日本インカレ（合同研究会）大会参加要項」も合わせてご確認のうえ、企画シートの作成を行ってください。 
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